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第３回総合開発審議会会議録 

 

 

（開会 ６：00） 

 

（事務局） 

 皆さん、どうもお晩でございます。

若干予定の時刻より早いですが、今日

の出席予定の方が揃っておりますの

で、皆さんお忙しいことだと思います

ので、会議を始めたいと思います。 

 それでは、ただ今より平成 22 年度

の第 3 回目となります、福島町総合開

発審議会を開催いたします。それでは

早速、小笠原会長に議事の進行をお願

いしたいと思いますので、挨拶を兼ね

てよろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

 お晩でございます。お忙しいところ

大変ご苦労様でございます。本日は国

の緊急総合経済対策に伴う、地域活性

化交付金を活用した事業の前倒しや、

平成 23 年度の予算編成等に伴う事業

の変更及び追加が生じたため、第 4 次

福島町総合開発計画の実施計画の変

更について、皆さんから意見をいた 

 

 

 

だきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。それでは、座って進

めます。 

 本日の出席者は 14 名の出席で、半

数以上の出席がありますので、条例第

6 条第 2 項の規定によりまして、会議

が成立したことを宣言いたします。 

 それでは、次第の 3 番目、議案第 1

号、第 4 次福島町総合開発計画の変更

について、議題といたします。事務局

から説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 

 議案の 1 ページ、議案第 1 号、第

4 次福島町総合開発計画の変更につ

いて、でございます。第 4 次福島町総

合開発計画の変更について、でござい

ますけれども、まず 1 の変更の目的に

つきましては、平成 23 年度の予算編

成にあたり、新たに予算書に登載され

た普通建設事業との整合性を図ると

ともに、国の緊急総合経済対策に伴う
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地域活性化交付金事業の実施による

事業費に変更が生じたため、定例会

12 月会議でローリングに伴う変更を

議決された内容を再度、変更するもの

でございます。 

国の緊急総合経済対策に伴う、地域

活性化交付金について、でありますが、

円高・デフレ対応のための緊急総合経

済対策として、昨年の 10 月 8 日に閣

議決定後、国において補正予算措置さ

れ、各種の経済対策が実施されており

ます。地域活性化交付金もこの経済対

策の中の 1 つとして、地域の活性化ニ

ーズに応じて、きめ細かな事業を実施

できるよう支援を行う、きめ細かな交

付金と、これまで住民生活にとって大

事な分野でありながら、光が十分に当

てられてこなかった分野、例えば地方

消費者行政、ＤＶ対策・自殺予防等の

弱者対策、自立支援、知の地域づくり

などに対する地方の取り組みを支援

する、住民生活に光をそそぐ交付金が

創設されております。当町におけるき

め 細 か な 交 付 金 の 交 付 限 度 額 は 、

5,117 万 7 千円です。もう 1 つの住

民生活に光をそそぐ交付金の限度額

は、2,368 万 6 千円となっておりま

す。 

町としましては、12 月にきめ細か

な交付金の補正予算、それと 2 月に住

民生活に光をそそぐ交付金の補正予

算を、これらの交付金の事業予算を補

正しまして、交付金の趣旨に沿った事

業を推進していくということとして

ございます。 

 2 の後期実施計画の変更について

でありますけれども、全体で今回 7 事

業を追加しまして、総件数を 129 件、

総事業費を 1 億 1，687 万 4 千円を

追加しまして、全体で 33 億 5,389

万 1 千円に変更するものでございま

す。 

町の持ち出しとなる一般財源につ

きましては、事業費こそ増えるという

ことになりますが、交付金を活用する

ことなどによりまして、6,092 万 3

千円が減額となってございます。 

 2 ページをお願いしたいと思いま

す。（２）の変更区分の概要について、

でございます。①・②・③とございま

して、①が新規に登載となった事業が

7 件、事業費として 5,807 万 2 千円

です。②の事業費等に変更が生じた事

業、予算編成や交付金事業実施により、

事業費等に変更が生じております。そ

の事業が 60 件、5,880 万 2 千円の

増となってございます。 

 ③としましては、変更がなかった事

業が 62 件となってございます。 

 続いて、3 ページをお願いしたいと

思います。平成 23 年度予算編成及び

地域活性化交付金事業に伴う変更事

業一覧について、でございます。まず、

先ほど説明しました①の新規に登載

となった事業でございますけれども、

住民基本台帳法改正対応システム改

修事業でございますけども、本事業に

つきましては、第 2 回審議会において

平成 23 年度中に変更を要する主な予

定事業ということで、あらかじめ情報

を提供していたものでありますが、今

般、改修の内容や改修に伴う事業費等
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も確定したことから、計画登載に至っ

たもので、当該事業につきましては、

平成 23 年度当初予算に計上をしてご

ざいます。 

 続いて、住民生活に光をそそぐ交付

金基金、国の緊急総合経済対策によっ

て創設された、住民生活に光をそそぐ

交付金については、雇用に繋がる事業

を実施する場合、基金を造成すること

が認められてございます。当町におき

ましては、1 人暮らし高齢者等訪問支

援員を 1 名、図書館司書を 1 名の雇

用を見込んでおります。この基金につ

きましては、今年度中、平成 22 年度

中に積み立てをしまして、23 年度・

24 年度に取り崩しをして、これらの

雇用の人件費等に支出ということに

なります。 

 続いて福祉車両購入事業でござい

ます。高齢者や身体に障害のある方の

リハビリ教室、通院や買物等の生活支

援を推進するために、リフト付き及び

車椅子対応の福祉車両を住民生活に

光をそそぐ交付金を活用して、購入す

るものでございます。 

 続いて、各学校図書購入事業でござ

います。住民生活に光をそそぐ交付金

については、知の地域づくりとして図

書の充実等が優先事業となってござ

います。各小中学校に辞典や図鑑など

を購入し、図書の充実を図るものでご

ざいます。 

 次の教育用コンピュータ保守委託

事業でございます。小中学校の教育用

コンピュータにつきましては、平成

21 年 9 月に整備をしたところでござ

います。その保守につきましては、導

入後 1 年間は保証期間内の対応にな

ってございますけども、それ以降の保

守について今回計画登載するといっ

たものでございます。 

 福祉センター図書室改修事業、知の

地域づくりとして図書室における、ゆ

とり・ふれあいスペースの拡張、棚の

可動式書架等を整備し、利用者のサー

ビス向上を図るため、住民生活に光を

そそぐ交付金を活用して改修するも

のでございます。 

 最後の書籍購入事業につきまして

も、図書室の幼児及び一般蔵書の充実

を図るために、住民生活に光をそそぐ

交付金を活用して充実を図るもので

ございます。 

以上 7 件、総事業費が、5,807 万

2 千円、そのうち一般財源が 3,438

万 6 千円となります。 

 続いて、4 ページをお願いしたいと

思います。②の事業費等に変更が生じ

た事業ということでございますけど

も、4 ページから 8 ページまで、全体

で 60 件、総事業費で 5,880 万 2 千

円の増となっておりますが、一般財源

につきましては 4,130 万 9 千円の減

となっているものでございます。予算

計上する段階で、事業費の精査などで

事業費に増減があったもの、それから

先ほどもご説明しましたが、きめ細か

な交付金を活用して、事業年度を前倒

し、あらかじめ総合開発計画には登載

がありましたけども、その事業年度を

前倒しして実施する事業等の変更に

伴うものでございます。 
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ちなみに、きめ細かな交付金で実施

する事業につきましては、4 ページに

おきましては 1 番上の防災体制整備

事業、次の生活館等改修事業、下から

4 番目の小規模治山事業、5 ページに

いきまして上から 3 番目の漁村セン

ター整備事業、中ほどの旧火葬場解体

事業、その次の火葬場冷房装置設置事

業。6 ページをお願いします。上から

4 番目の吉岡温泉健康保養センター

改修事業、それと中ほどの交通安全施

設事業と 1 つ下の各町道舗装補修事

業、次の丸山団地 4 号線整備事業、町

道三岳団地 1 号線外整備事業、次の改

良住宅補修事業、7 ページは上から 3

番目の普通河川板橋川護岸整備事業、

続いて本町大通線デザイン照明改修

事業、次の町道三岳団地 3 号線整備事

業、2 つ飛ばしまして、各小・中学校

小破修繕事業、1 つ飛んで福島小中学

校グランド整備事業、教職員住宅改修

事業、町民プール改修事業、19 件で

これらの事業費を合計すると、6,630

万円の事業費になります。そのうち、

きめ細かな交付金を 5,117 万 7 千円

活用するという事業になってござい

ます。これ以外の事業につきましては、

予算計上時に事業費が精査されたも

のなどについて、登載を変更を受けて

ございます。全事業の説明は割愛しま

すけども、大幅な増額になった事業に

ついて 1 つご説明いたしたいと思い

ます。 

 5 ページをお願い致します。5 ペー

ジの中段ほどに、浄化槽市町村整備推

進事業というものがございます。この

浄化槽設置に係る事業について、でご

ざいますけれども、当初の計画から

6,870 万 2 千円ほど増額になってご

ざいます。町の方で当初計画した時に

は、単年度あたり 10 基の整備の予定

でございましたけれども、昨年度各町

内に入りまして、町民の方々に事業の

説明を行って参りましたけれども、そ

の結果、設置希望者が町の予想を回る

数になってございますので、当初 10

基を予定していましたけども、変更に

伴う部分につきましては、8 基増やし

まして年間 18 基整備するという変更

にしてございます。それに伴いまして、

こ の 後 期 の 実 施 計 画 の 年 度 内 で

6,800 万円ほど増額という状況にな

ってございます。 

 議案 1 号の開発計画の変更につい

ては、説明を以上で終わらせていただ

きます。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。ただ今、事

務局より説明がございました。説明が

終わりましたので、これより審議に入

りたいと思います。質疑がございまし

たらお願い致します。 

 

（委員） 

 はい。今、事務局から説明がありま

した、最後の浄化槽の関係ですけども

同じページの下から 2 段目に、浄化槽

推進化促進事業とありますが、これは

どこが違うのですか？ 

 

（事務局） 
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 はい、私が説明したのは、浄化槽を

設置する事業になります。下の推進促

進事業の方は、浄化槽は町で設置する

のですが、トイレの改修だとかそうい

った部分につきましては、個人で行っ

ていただくような形になりますので、

ただトイレの改修なども相当な費用

がかかるということで、その費用を町

の方で補助する、または融資を斡旋す

るということで、それに伴って町が補

助してくれるのであれば、設置したい

というようなことになるかと思いま

すので、そういったところの補助を推

進促進事業ということで、補助事業に

なってございます。 

 浄化槽の方は、設置する際にも本人

の負担というのは出てきますけれど

も、それはあくまでも事業費の 1 割程

度になりますから、だいたい町で試算

しているのは、10 何万とかその程度

の部分の自己負担は出ますけども、ト

イレの改修につきましては、個人でや

っていただくという形になりますの

で、それに対しても町の方で浄化槽を

設置する際に補助しましょうという

ことで、下の事業はなってございます。 

 

（委員） 

 はい、了解しました。 

 

（会長） 

 いいですか？ 

 

（委員） 

 はい。 

 

（会長） 

 その他、何かございませんか？会長

が質問するのはいいですか？ 

 

（いいですよ。という声あり。） 

 

（会長） 

 私からあまり言いたくないですが、

3 ページの住民生活に光をそそぐ交

付金基金ですが、これは 1 一人暮らし

の高齢者等訪問支援員を 1 名、図書館

司書を 1 名と書いていますけども、こ

の 960 万円というのは、2 名の給料

ですか？ 

 

（事務局） 

 はい、○○さん言ったように 2 名分

の人件費にあたる部分を平成 22 年度

中に積みます。それを、平成 23・24

年度のこの 2 名の人件費として充て

るということになります。 

 

（会長） 

 わかりますけど、私は福島商業高校

の卒業式にも顔を出してきたのです

が、今仕事のない時代にこの資料を見

て、2 名というのは、やはりもう尐し

人数を増やして、仕事がない人がいま

すからそういう人達にも光をあてて

ほしいのです。 

 

（事務局） 

 ただここの部分は、基金積み立てで

きるメニューが、国の方から指定され

ているのですよ。それである程度、高

齢者対策だとか先ほど言ったＤＶ対
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策だとかは、ある程度、今会長が言わ

れるように高校生がすぐそこに入り

込めるかというものではないです。 

 

（会長） 

 そういうものではないですけども、

高校生だけでもまだ仕事が決まって

いない子供がいるような状態の世の

中に、やはり仕事がない人も沢山いる

わけだから、家庭を持っている人でも、

旦那さんが体が悪くているとか色々

な人がいると思います。そういう人を

助ける為にも、2 人だけじゃなくて 4

人・5 人も採用してあげるべきではな

いかと私は思います。これは本採用で

はないですよね？ 

 

（事務局） 

 ここのところは、あくまでも先ほど

住吉が言ったように、2 ヵ年の限定と

いうこと、今回国の景気対策がかなり

遅くなったというのが現実で、本来で

あれば 22 年度の予算の中で、消化す

るべき事業ですけども、ただこの事業

に関しては、雇用を優先するというこ

とで、雇用ということになると短期雇

用というのは、1 番に波及効果がある

かというと、なかなかそれもないです

ので、国の制度自体が遅れた関係で町

としては基金を積んで 2 ヵ年でして

いいですよと。 

 

（会長） 

 ここに 2 名と書いていますから、1

人 480 万円くらいになるわけですか

ら。 

（事務局） 

 先ほど言ったように、メニューが限

られますので、これについてはやむを

得ないと思います。ただ、会長さんが

言われたものについては、町の開発計

画とは別になりますけども、予算の中

で例えば来年度の新規雇用というこ

とで高校生の就職枠を設けたり、国の

緊急雇用対策の中で、まだ募集がかか

っておりませんけども、今一般の臨時

職員の募集はかかっておりますけど

も、そちらの緊急雇用については、ま

た近々募集がかかる予定になってお

ります。それについては、総勢 20 か

30 人くらいの雇用を見込んで、予算

を組んでおりますので、今までにない

くらいの人数の枠をとっていますの

で、多分そちらの方である程度救える

かなという気はしています。 

 

（会長） 

 高齢者の支援員というのは、1 人で

なくても 3 人でも 5 人でも、きめ細

かくやってほしいなと思います。私か

ら会長をしながら申し訳ないですけ

ども。 

 

（事務局） 

 制約しないでやってくれると、町と

しても使い勝手がいいですけども、な

かなかあれは駄目、これは駄目といっ

て出しますけども、蹴られてしまいま

す。 

 

（会長） 

 その他、何かありませんか？ 
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（○○委員） 

 はい。 

 

（会長） 

どうぞ。 

 

（委員） 

 今の 1 人暮らしの事業ですが、23

年・24 年の 2 年だけやる、町として

は続けて何かやるという予定はある

のですか？ 

 

（事務局） 

 実はそれについて先ほど、住吉から

ありましたとおり、2,300 万円ほど

財源がきます。そこの中で、どういっ

た事業を展開するかということです

けども、当初は 1,000 万円の枠しか

きていませんでした。それで、国の方

として 2 次募集をかけました。その 2

次募集に町としてせっかく貰えるも

のであれば、これは 100％なもので

すから、貰って尐しでも地元に雇用と

いうことで考えたのですが、ただ先ほ

ど言いましたとおり、かなり制約があ

りました。ほとんど知の地域づくりと

いいながら、図書館以外は駄目だとい

うような形のものしかないので、そう

するとこの福島の中で、図書館に果た

してそれだけの雇用を生めるかとな

ると、なかなかキツイです。そこのと

ころに何人も貼り付けても、実質仕事

がなければ困りますので、そういった

こともあり、また 1 人暮らしについて

は、もともと内情をお話しますと介護

で今でもやっているものを、出来れば

介護の方の財源もかなり苦しくなっ

てきていますので、尐し財源をこれか

ら充てられないかということを、工夫

させていただいて、国の方に出したら

いいという事なので、将来の人をその

まま財源だけを貰って、ある程度同じ

枠で 1 人やっていくということにな

りますので、将来的には 24 年終わっ

ても、町としては 25 年からも引き続

き、町の財源でやっていくということ

で考えておりました。 

 

（会長） 

 よろしいですか？ 

 

（委員） 

 はい。 

 

（会長） 

 出来れば、引き続きやってほしいで

すよね。 

 

（委員） 

 いいですか？ 

 

（会長） 

 はい、どうぞ。 

 

（委員） 

 介護予防・生活支援事業とあるので

すが、認定を受けて今サービスを利用

している、在宅事業とか利用している

人とかいるのですが、それともまた別

なのでしょうか？社協でもスマイル

さんでも利用している人とかいます
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よね。 

 

（事務局） 

 基金の関係ですか？ 

 

（委員） 

 見回りとか買い物支援とかです。 

 

（事務局） 

 そことはまたちょっと違った形で、

町の方でやっている、保健師さんの中

でやっているものの中の支援という

形で考えていますので、介護の方とは

ちょっとまた違います。介護の方は介

護保険料をいただいて、事業展開して

いくことになりますので、そこまでは

ちょっと突っ込めないのかなと思っ

ています。 

 

（委員） 

 そうですか、わかりました。 

 

（会長） 

 よろしいですか？ 

 

（委員） 

 はい。 

 

（会長） 

 何かございませんか？ 

 

（委員） 

 いいですか？もう 1 つ。 

 

（会長） 

 はい、どうぞ。 

（委員） 

 5 ページですが、地域おこし協力隊

というのは、どんな事業なのでしょう

か？ 

 

（事務局） 

 これは、総務省の方の制度ですけど

も、地域おこし協力隊というのは、大

都市圏からある程度、地域に活力をつ

けていただくと、移住対策や定住対策

を目的に、ある程度 3 年間都市部から

募集をかけて、例えば都市部の若い人

が福島の地域に入っていただいて 3

年間活動していただくという制度で

す。それで 1 年だいたい 300 万円く

らいなのですが、国の方から 300 万

円の手当てが出ますので、その分を町

でいただいて本人に給料として 1 年

間払う、その中でその人にどういう活

動をしていただくか、それは町と協議

しながら色々な活動をしていただい

て、3 年間活動していただいた中で、

よければ福島に住んでもらって、意外

と活動してみたけれども駄目だって

ことになると、また違うところに行き

ますけども、そういった制度がありま

して、そこのところを町としては出来

ればこれから定住対策をやっていく

ということになっておりますので、そ

ういったものを出来れば都会の方か

ら呼び込んだ中で、地域に目指して最

終的には地域に住んでいただきたい

なという制度です。 

 

（委員） 

 特別な募集とかあるのですか？ 
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（事務局） 

 これは、インターネットを通じて全

国にそういった協会みたいなところ

もありますので、そこのところに募集

をかけますと全国に発信されます。よ

く今は真狩がやっていますが、大きい

都市部から希望者が来るという形に

なります。それを町で面接をして選ん

でいくような形になります。 

 

（委員） 

 今の質問と同じですけども、これ地

元から協力隊の人を募集するとか、先

ほど会長も言っていましたが、福島で

就職に困っている人が沢山いるのに、

よそから来るということは何かの専

門家ですか？ 

 

（事務局） 

 この制度自体は 2 つありまして、う

ちは今挙げているのは、地域おこし協

力隊というものですが、これは国が決

めた制度で、ある程度大都市圏から地

方に人を流すという制度です。なるべ

く都会の若い人達が田舎にきて、田舎

に住んでいただきたいという 1 つの

お試し制度です。もう 1 つが、地域集

落員という集落支援員というものが

あります。それは反対に都会の人だけ

ではなくて、例えば地域の人の中で、

福島の人でも例えばリタイヤして時

間が空いている人が例えば千軒地区

に行って、高齢者の人を手助けすると

いうそういう制度もあります。ただそ

の制度については、うちの方で開発計

画にまだ盛り込んでいませんけども、

それについても出来れば私たちとし

ては、定住促進の中でそういったもの

つくっていきたいと思っています。そ

れも国の方から、これと同じくらいの

手当ては見込めますので、そういった

財源を活用しながら有効に使ってい

ればと思っております。 

 

（委員） 

 すいません、いいですか？福祉セン

ターにエレベータとかスロープとか、

車椅子でも 2 階に上がれるようなも

のはつくらないのですか？ 

 

（事務局） 

 我々も大変丌便をかけていると思

っています。特に高齢者が多いので福

祉センターをつくったときには、かな

りそういう需要もそうでもなかった

と思いますけど、最近特にやはりうち

の福祉センターのつくりが、集会室が

2 階にあるという丌便さがあります

ので、それは我々も常々考えています

けども、ただ実際的には計画にまだ載

っていないのが、現実です。 

 

（委員） 

 漁村センターと合わせて出来れば

いいです。 

 

（事務局） 

 声を出していただければ。開発審議

会で出たものは、うちの方としても現

課の方に掲げていきますので、意見が

あれば言ってください。 
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（会長） 

 開発審議会として、福祉センターの

23 年度の要望として、エレベータを

つけてほしいということです。 

 

（委員） 

エレベータじゃなくても、車椅子で

上がれるようなものです。 

 

（会長） 

 あと何か福島町第 4 次福島町総合

開発計画の変更に対して質問があれ

ば受けたいと思います。なければ進ん

でよろしいでしょうか？ 

 

（はい、という声あり。） 

 

（会長） 

 それでは、1 号議案を原案どおり承

認することとしてよろしいでしょう

か？ 

 

（はい、という声あり。） 

 

（会長） 

 議案第 1 号は、原案どおり承認され

ました。それでは次第 4 のその他、平

成 23 年度のスケジュールについて事

務局より説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 はい、議案の 9 ページでございます。

今後のスケジュールということです

けども、まず今年の 6 月くらいに第 1

回の審議会を予定してございます。内

容としましては、総合開発計画という

のは、皆さんご存知ですけども町の全

ての計画の基本となる行政運営の総

合的な指針となる計画ということで

ありますので、自治体の町の政策的な

考え方の反映も必要でありますので、

今回、町長が 3 期目ということで、そ

れに掲げた公約などの整合性を図る

必要があるものと考えてございます。

現在の基本構想、基本計画について点

検をしていただきまして、見直しが必

要であれば、そういった作業を進めて

いきたいと思ってございます。 

 それから、委員の皆様の任期につき

ましては、本年の 8 月末までというこ

とになってございますので、本年度に

つきましては、委員の改選がございま

す。9 月または 10 月頃には、第 2 回

の審議会を予定してございまして、改

選となった委員さんの委嘱とこの際

には平成 23 年度のローリングを行い

ますので、ローリング作業に伴う変更

を審議していただく予定でございま

す。 

 年が明けて、2 月か 3 月頃には今回

の審議会同様、次年度の予算に伴う変

更等を審議していただく予定でござ

います。今後のスケジュールについて

は以上ですけども、今回審議していた

だいた内容につきましては、この 3 月

の議会に開発計画の変更ということ

で議案を提出してございます。皆様の

手元に、実施計画の冊子がいっている

かと思いますけども、これを議決して

いただくということになりますので、

あらかじめお知らせをしておきたい

と思います。 
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（会長） 

 ただ今、事務局より今後のスケジュ

ールについての説明がございました。

あともう 1 つ、23 年度の一般会計予

算というものがありますので、事務局

お願いします。 

 

（事務局） 

 はい、今日お配りしております平成

23 年度の一般会計予算ですが、実は

まだ議会の議員さんの方にお配りさ

れておりません。明日議会の議員さん

に配る予定でいますので、いち早く今

日開発審議会ということで、了解をい

ただきまして、皆さまのところへお配

りをさせていただきました。 

 来年度の予算ですけども、そこにあ

りますとおり、歳入・歳出、33 億 1

千万ということで昨年に比べまして

2億9,500万円ほど増えております。

それで、開発審議会に直接関わる分野

といたしましては、1 枚めくっていた

だきまして、性質別予算のところの 5

投資的経費の普通建設事業費が、主に

開発分野に関わる分野かなと思いま

す、ここのところが、約 3 億 8,500

万円の予算計上がされて、昨年に比べ

ますと相当数は増えてございますけ

ども、これにつきましては、公営住宅

の関係です。今年、公営住宅自体が丸

山が隔年で建設してございますので、

その関係で予算が増えていっている

というふうにご理解をいただきたい

と思います。それと今年は給食センタ

ーの建設もございますけれども、そつ

らの方は補正予算に、まわっていると

思いますので、更にまた何億かこの中

に上積みされるということで、ご理解

をしていただければと思っておりま

す。それで、ここの中には書いており

ませんけども、前回 22 年度の決算の

概要等のお知らせの中で、町の積立金

の話も色々させていただきましたけ

れども、前回のときは確か 12 億くら

いで多分今年は終えるのかなという

ことで、報告させていただいたと思い

ますけども、今のところ財政の方の決

算見込みとしては、更に 1 億くらい上

積みできるのかなということで、13

億くらいで積立金も更にまた今年も

若干増える形で、今推測しているとい

うことでご理解をいただきたいと思

っています。ただ、来年度の予算につ

いては、投資予算はやはり地方交付税、

1 枚目を見てもらうとわかるのです

が、地方交付税が 9,000 万円ほど落

ち込んでおりますので、積立金をまた

当初の予算の段階では、1 億円程度崩

す形で予算編成をしてございますの

で、その予算を最終的には決算の時に

は取り崩さない形で、本当はできれば

いいのかなというふうに思っており

ます。ただ、今言ったように当初の段

階では、1 億円くらい財源としては足

りないものがありますので、もう尐し

やはり効率的な財政運営なり歳入の

確保また歳出の抑制、そういったもの

がまだ必要という気はしてございま

す。 

 

（会長） 

 はい、ありがとうございました。た
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だ今説明がございました他に、皆さん

から何かご審議がありましたら、お願

いします。何か、ございませんか？ 

 

（委員） 

 1 点確認したいのですが、最後のペ

ージの 33 ページです。国・道の事業

なのですけれども平成 22 年度から

26 年度までありますけども、全部未

定ということになっていますが、この

辺の事業があるのか、ないのか計画に

は載っていますけども、その辺の部分

どういうふうになっていますか？ 

 

（事務局） 

 このような形で、事業費を本当は貼

り付けられるといいのですが、なかな

か予算は色々な絡みもございまして、

なかなか情報を提供いただけない、ま

るっきり固まったものでないと情報

の提供をいただけないというような

状況で、それを丌確かなところで出し

てしまうと、過去にはうちのことでは

ないのでしょうけども、議員さんの方

から照会がいって、回答に困ったりと

いうような部分があったというよう

なことで情報提供というのはないも

のですから、未定という事で今は変更

をしているような状況でございます。

ここの中で、実際に今どの事業が実施

できるのかというのはことになると、

ちょっとまだ現課の方ともすり合わ

せしていないことになるものですか

ら明確にお答えすることが出来ない

ですけども、今推進されているのが福

島川の防災の事業は、着実に事業を振

興されてございますし、豊浜の急傾斜

地と岩部渡島福島停車線災害防除工

事ということで、ここの部分につきま

しては難破対策だとか落石対策等も

町の方から毎年、早期完成だとか工事

推進にあたって予算の確保という事

で毎年要望しているというような状

況になってございます。すいません、

これくらいしか回答できません。 

 

（会長） 

 よろしいでしょうか？ 

 

（委員） 

 そうですね。それぞれこの事業があ

るような感じですね。 

 

（事務局） 

 だいたい、項目に載っている事業に

ついては、推進しているということで

理解してもらえればいいと思います。

先ほど住吉が言ったように、予算につ

いては従来と違って、昔は箇所付けを

して、ある程度予算もお示ししてくれ

たのですが、昨今かなり政権交代もあ

ったり、その前から色々あまり最初か

ら示すと、やはり職員活動とか活発に

なって、あとで自分達の首を絞めてい

く形になって、なかなか国も道も示し

てくれません。示すと、もう予算がつ

いたと勘違いされる部分もあるもの

ですから、そういったことで最近はな

かなか示されません。 

 

（委員） 

 国も道もお金がありませんから。 
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（事務局） 

 公共施設が減ってきているので、従

来から見ると、予算の付きも悪いよう

には、聞いてございます。 

 

（会長） 

 その他に特になければ、本日の会議

を終了したいのですが、よろしいでし

ょうか？ 

 

（はい、という声あり。） 

 

（会長） 

 ありがとうございました。それでは、

総合開発計画の第 3 回目を終了いた

します。ありがとうございました。 


